
〔農業に付帯する事業に係る課税・非課税の判定計算書〕

区分 区分

②

③

① ④

⑥ ②≦⑤の場合は付帯事業に係る所得は非課税

⑦ ②＞⑤の場合は付帯事業に係る所得は課税

〔農事組合法人の所得金額計算書〕
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⑱

⑲

別紙３

　一定の農事組合法人の農業に付帯する事業に係る
　課税・非課税の判定計算書及び所得金額計算書

事業年度
から

法人名
まで

総
 
収
 
入
 
金
 
額

科　　目 収入金額 科　　目 収入金額

農
業
部
門
の
収
入
金
額

円 農
業
に
付
帯
す
る
事
業
の
収
入
金
額

円

別表４加算

別表４減算 ▲

計

そ
の
他
の
収
入
金
額

別表４減算 ▲ 計

計 総計（①＋②＋③）

別表４加算

別表４加算 別表４減算 ▲

総所得等（第６号様式別表５「再仮計⑰」） 円

土地等の譲渡益等

課税標準の基礎となる総所得等（⑧－⑨）

農業部門に含める
付帯事業等の判定

農業部門の収入金額の２分の１相当額
（①×1/2）【１円未満切り上げ】

⑤

円

非課税・課税
の判定

※⑥、⑦のいずれか該当する方にチェックマーク☑を記載すること。

非課税分の所得金額等（⑩×⑪／⑫） 　（注）

当期分の所得金額等（⑧－⑬）

繰越欠損金額又は災害損失金額の当期控除額

所得金額の計算の基礎
とする収入金額

非課税分の収入金額
⑪（付帯事業が課税の場合①）〔⑦に☑有〕

（付帯事業が非課税の場合①＋②）〔⑥に☑有〕

総収入金額（④）

課税標準となる所得金額等（⑯－⑰－⑱）

（注）　⑬欄の算式における按分率（⑪／⑫）は小数第５位を四捨五入して算出します。
　　　　計算結果に１円未満の端数を生じた場合、これを切り上げます（欠損金額の場合は切り捨てます。）。

所得金額等再差引（⑭－⑮）

農業経営基盤強化準備金積立額対応額
（法人税申告書別表４「農業経営基盤強化準備金積立額の損金算入額」又
は⑯のいずれか少ない額）

農用地等を取得した場合の圧縮額の対応額
（法人税申告書別表４「農用地等を取得した場合の圧縮額の損金算入額」
又は⑯－⑰のいずれか少ない額）
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